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要旨 

相続土地国庫帰属制度は、相続等により宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が一定の要件

を満たした場合に土地を手放して国庫に帰属させることができる制度として令和５年４月に運用が始まりま

した。制度開始以来、東濃森林管理署では令和７年12月までの約２年半で、中部局管内の出先機関のうち最

多の13件の森林が帰属されていることから、当署における帰属の状況と今後の課題等を紹介します。 

 

はじめに 

東濃森林管理署は岐阜県の南東部、中津川
な か つ が わ

市に位置し、周辺の７市町を管内としています。 

主な国有林は管内の東側、長野県との県境に面して所在し、それに合わせて森林事務所が立地しています。

また、地域の特徴として「名古屋方面との深い経済的なつながり」を挙げることができます。管内の西寄り

の地域は名古屋の通勤圏に位置し、名古屋のベッドタウンとしても発展してきました。また、東部の恵那
え な

市

や中津川市は名古屋近郊からのアクセスの良さから名古屋の奥座敷としても親しまれてきました。 

 

１ 東濃森林管理署管内における国庫帰属森林の状況 

（１）国庫帰属森林一覧及び所在状況 

令和７年12月現在、東濃署管内では13件の国庫帰属森林（以下「帰属森林」という。）が帰属され、この

ほか審査中の物件10件を含む23件が、管内東西に広く所在しています（表１、図１）。 

 

（２）事例の紹介 

実際に帰属された物件１件を紹介します。航空写真からは農村集落内でよく見られる里山のようですが、

白地図から森林内に管理用道路が設けられていることが確認できます。更に公図からは、帰属森林を含め

周辺は小規模な区画に分筆された分譲地であることが分かります（図２）。 

（表１：東濃署管内 国庫帰属森林一覧） 

 

（図・写真１：キャプションを入力） 

 

 
（図１：国庫帰属森林所在状況） 

 

－ 1 －



 

 

 承認申請時の実地調査の結果、申請地から隣接土地への危険木が確認されましたが、その後申請者が危

険木の伐採等を実施したことにより国庫への帰属が承認されました（写真１）。 

（３）帰属森林の特徴 

 前述の事例を含めた現地の状況や各物件の土地情報等から、東濃署管内の帰属森林には次のような特徴

が挙げられます。「①別荘等の宅地として分筆」、「②面積が100坪程度(平均330平方メートル)」、「③昭和40

年代に分譲(平均Ｓ47年)」、「④当初取得者の多くが名古屋市在住 (13件中９件)」 

 これらの特徴から、昭和47年に発表された「日本列島改造論」に象徴される開発ブームや地価の上昇を

背景に東濃署管内では多くの森林が別荘として開発され、都市部の人を中心に分譲されていたことが分か

りました。 

 

２ 帰属後の課題 

 次に、森林が帰属されたのちの課題について考察し４点にまとめました。 

（１）巡視等の負担の増加 

  帰属森林は年１回以上の巡視、おおむね５年ごとの境

界の明示が規定され、それに付随して境界刈払い、危険

木等の確認作業も発生します。また、進入路があっても

管理不全で通行できないケースもあり車両でのアクセ

スが困難な場所もあります。面積の割に作業等が多く、

今後の帰属件数増加に対する負担の増加が懸念されま

す（写真２）。 

（２）管理事務の負担の増加 

  帰属１件ごとに前所有者・関係自治体への通知、所有

権移転登記、森林管理簿・国有財産台帳の作成等の事務

負担が発生します。 

（３）業務地の広域化 

  現在の国有林野と帰属森林の所在エリアが異なるた

め、帰属件数の増加により業務地の広域化が進み、各帰

属森林への移動に多くの時間が割かれています（図３）。 

また、それぞれの所在位置が分かり難いこともあり、

当署ではGoogle Earthを利用した位置情報を職員間で

共有する取組を行っています（図４）。 

  
（図２：帰属森林 所在箇所） （写真１：隣接土地への越境木） 

（R6.10実地調査） 

 

 
（写真２：進入路への倒木） 

 
（図３：事業地の広域化（岩村森林事務所）） 
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（４）危険木対応の増加 

  帰属森林は、帰属前の管理が行き届いていないことも多く、帰属後に隣接土地への危険木の増加が懸念

されます。帰属承認時に危険と判断される立木が存する場合、審査庁（法務局）を通じて申請者側に伐採

等の対応を促しますが、「将来の危険木」は不承認要件と判断されないため、帰属後一定年数を経過したの

ちに危険木が発生することが懸念されます（写真３）。 

 

３ 東濃署管内における今後の帰属予測 

 今後も東濃署では帰属森林

の増加が予測されます。その要

因として、「①人口減少・少子

高齢化の加速による土地需要

の低下」が続くこと、「②地籍

調査事業の拡大」により境界が

明確になり、大規模物件を含め

森林の帰属が進むこと、「③地

域の特性」として当署管内には

多くの分譲地が存在すること

が挙げられます（図５）。 

 

４ おわりに 

 この業務を担当して感じたことをまとめました。 

 一つ目は、「帰属後の管理の労力・費用を意識する」ということです。帰属後は国が全ての管理責任を負う

ことになります。したがって、将来にわたる過分な労力・費用が生じないよう、審査時の実地調査では帰属

後の管理を意識し、危険が予見される箇所をよく見定めることが重要です。 

二つ目は、「将来の件数・業務量の増加への懸念」です。帰属件数と業務量は年々確実に増加します。今で

こそ件数は少ないのですが、将来に備えた管理体制整備の検討が必要です。 

最後に、相続土地国庫帰属制度は少子高齢化や土地需要の低下といった社会課題とも深くかかわった業務

であり「社会からの関心や期待が高まっている」ということを念頭に、使命感・責任感を持って業務と向き

合うことが重要だと考えます。 

 

（図５：分譲地の可能性がある森林(中津川市)） 

 

 

 
（図４：Google Earthを利用した位置情報管理） （写真３：管理不全の状況）  
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